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今期の国際小委員会の進め方について(案)

１ 背景

前期（平成２１年度）の国際小委員会においては、次に掲げる４つの課題について、

検討の深掘りを行うこととされてきた。

（１）国際裁判管轄及び準拠法に関する国際ルール形成の在り方

（２）インターネットによる国境を越えた海賊行為に対する対応の在り方

（３）著作権保護に向けた国際的な対応の在り方

（４）知財と開発問題、フォークロア問題への対応の在り方

特に（１）の国際裁判管轄及び準拠法に関する国際ルール形成の在り方については、

国際小委員会の下にワーキングチームを設け、国際私法の側面からの専門的かつ詳細な

検討を行い、平成２２年１月、ワーキングチームの報告として、主要な論点について考

え方を整理した。本件については、今後の国際的な場での検討の可能性を見据えつつ、

国内外での議論を継続する必要がある。

一方、（２）～（４）については、国際的な議論の動向や国内における調査等に基づ

き審議を行った。

その過程において、インターネット上の著作権侵害への対応の問題が、新たな国際的

課題として登場し、総合的な対策の強化の必要性が指摘されてきた。今日、デジタル・

ネットワーク化の進展に伴い、誰もが簡単に、著作物を複製し、送信、編集を行うこと

が可能となっている。日本でアップロードされた著作物は瞬時に国境を超えて流通され

るようになってきている。このような状況の下、日本も含め各国において、正規版の海

外市場も視野に入れた流通促進と侵害対策の双方の重要性が高まっている。各国におい

ても、インターネット上の侵害に関しては、例えば、著作権を侵害する者のインターネ

ット接続を遮断するいわゆるスリーストライク法についての検討・導入が進むなど、新

たな動きがみられる。また、国内のコンテンツ産業においては、海外への展開の動きが

活発化するとともに、インターネットの普及に伴う侵害のスピード化と規模拡大に伴い

被害が深刻化している。

こうした状況を踏まえ、今期の国際小委員会においては、特に（２）インターネット

による国境を越えた海賊行為に対する対応の在り方に重点を置き、議論を行うこととす

る。

資料３
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２ 検討の進め方

インターネットによる国境をこえた海賊行為に対する対応の在り方及び著作権保護

に向けた国際的な対応の在り方について、「制度面」と「執行面」の両面から検討を行う

こととする。

（１）制度面の検討

各国においても、現状の著作権侵害に関する課題に対応するべく、新たな施策の検討・

導入がなされている。課題は共通ではあるものの、その解決方法については、各国が各々

の事情に照らして対応している状況である。そのような状況の中、各国の制度改正等の

動向を調査し把握することは、各国における我が国著作物の利活用に際して効果的な働

きかけや取組を行う上で、また、将来的な国際的なルールづくりの際の議論のための検

討材料とする上でも重要である。特に昨今、多くの国・地域において、インターネット

上の著作権侵害対策として、いわゆるスリーストライク制度が導入、または導入が検討

されている状況にある。このため、スリーストライク制度を含めた、各国の制度的対応

の現状について、調査やヒアリングにより実態を把握、それを踏まえた我が国としての

対応の在り方について意見交換を行う。

（２）執行面の検討

さらに、制度面からみた場合の対応を検討するにあたっては、制度上の内容だけでは

なく、具体的な運用・執行の状況に即して検討することが重要である。実態面について

は権利者団体や海外に積極的に展開しているコンテンツ業界からの情報等も幅広く把握

した上で、現状の問題点を整理し、今後の対応における重点について意見交換を行う。

（ア）二国間協議等国際的な対応について

文化庁においては、中国、韓国等、政府レベルで著作権に関する課題を議論

する政府間協議の枠組みを確立している。こうした政府間協議の機会を有効に

活用するためにも、権利者団体やコンテンツ業界からの具体的なニーズを把握

した上で、戦略的・重点的に交渉に臨むことが重要。

（イ）国内体制の在り方について

著作物に関連する国内の関係省庁（内閣官房（知的財産戦略推進事務局）・

総務省・外務省・文部科学省（文化庁）・経済産業省）間の情報共有・連携が

重要。

また、産業界の中での連携としては、ＣＯＤＡ（一般社団法人 コンテンツ

海外流通促進機構）をはじめとする産業界の団体の役割を踏まえつつ、国内の
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政府機関相互の連携、産業界の連携、官民の連携につき、現在の体制の強化・

発展に資するための方策を検討する。

上記内容について、（ワーキングチームは設けない）企業へのヒアリングや調査結果等を

通じて、問題点・課題の把握に努めつつ、今後の対応の在り方等について国際小委員会

の場で議論することとする。

３ スケジュール

第1回（６月）

議題 １．今期の国際小委員会の進め方

２．報告事項

ＷＩＰＯ／ＳＣＣＲ、ＷＩＰＯ／ＩＧＣ、ＡＰＥＣなどの報告

アジア著作権会議・二国間協議の報告

昨年度実施の調査報告

３．その他

著作権関連の今後の予定

第２回（９月頃）及び第３回（１１月頃）

議題 １．現状と課題について（企業からのヒアリング）

２．報告事項

ＷＩＰＯ／ＳＣＣＲ、ＷＩＰＯ／総会、ＡＰＥＣなどの報告

第４回（１月）

議題 １．国際小委員会のまとめ案

２．報告事項
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別添：著作権分科会配布資料（平成２２年１月）

平成２１年度 国際小委員会の審議の経過について

平成２２年１月２７日

１．はじめに

今期（平成２１年度）の文化審議会著作権分科会の第１回国際小委員会において、今

期の本委員会では前期の審議に基づき、以下の課題について検討を行うこととされた。

（１）国際裁判管轄及び準拠法に関する国際ルール形成の在り方

（２）インターネットによる国境を越えた海賊行為に対する対応の在り方

（３）著作権保護に向けた国際的な対応の在り方

（４）知財と開発問題、フォークロア問題への対応の在り方

このうち、特に（１）については、知的財産制度のみならず、国際私法の側面からの

専門的かつ詳細な検討が必要となるため、ワーキングチームにおいて検討を行い、（２）

～（４）については、国際的な議論の動向や国内における調査等に基づき審議を行った。

２．審議の状況

（１）国際裁判管轄及び準拠法に関する国際ルール形成の在り方

著作権の利用及び侵害が国境を越えて行われるケースが急増する中で、著作権に関す

る訴えの国際裁判管轄及び準拠法に関する世界的な決定ルールの不存在が、権利執行や

円滑な利用の障壁となりつつあるとの問題意識の下、国際裁判管轄及び準拠法に関する

国際ルールの在り方について検討を行った。具体的には、２００９年４月、文化審議会

著作権分科会国際小委員会の下に、国際裁判管轄・準拠法ワーキングチームを設置し、

検討を開始した。本ＷＴは計１１回開催され、国際裁判管轄については、同年４月から

審議し、第２回国際小委員会（同年 8 月）に中間報告を行った後、準拠法についての議

論を９月から行い、第３回国際小委員会（平成２２年１月）においてワーキングチーム

の報告書としてとりまとめた（報告書は文化庁のホームページに掲載）。

【報告書の主な内容】

報告書においては、事例を想定し、欧米の判例及び国内外におけるルール策定提

案等の収集・整理を行った上で、検討を行った。主な内容は以下の通り。
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（１）国際裁判管轄について

①インターネット上の著作権侵害に関する訴えにおいて、管轄原因となる「不法

行為地」をどのように考えるべきか。

加害行為地としては、サーバー所在地、アップロード行為地、被疑行為を行

った者の事業所所在地といった説があることが紹介されたが、ＷＴとして一定

の結論には至っていない。結果発生地については、受信地とみる意見が多数で

あったが、各国による（公衆送信権を公衆に受信させる権利としていれば受信

地、送信させる権利としていれば送信地）という意見もあり、意見がわかれた。

②著作権に関する訴えを専属管轄とすべきか。

当事者の自治の尊重等、専属管轄とすべきではないとする意見と、各国の著

作権制度は文化産業政策に影響しているため、他国の裁判所が判断可能となる

ことは好ましくない等の理由により、専属管轄とすべきとする意見に分かれ、

一致しなかった。

（２）準拠法について

①著作権の原始的帰属

最初の権利の帰属は、各国の文化産業政策と密接に関係しており、ベルヌ条

約の解釈として自然であることから、保護国法を準拠法とすべきとの意見が多

かった。

②著作権の譲渡契約等（一般の契約と同様に扱えるか）

著作権の移転可能性や対抗要件などの物権的側面については、保護国法を準

拠法とすることで意見が一致した（その他の債権的側面については、一般の契

約の解釈と同様とする）。

③著作権侵害（ユビキタス侵害）

著作権侵害については、差止請求権・損害賠償請求権の双方を保護国法とす

る意見、双方を結果発生地法とする意見、差止請求権は保護国法・損害賠償請

求権は結果発生地法とする意見に分かれた。また、ユビキタス侵害については、

特別ルールを設定するかどうかという点も意見が分かれ、設定する場合におい

ては、侵害発生地の所在をどう見るか、という点について意見が分かれた。

（２）インターネットによる国境を越えた海賊行為に対する対応の在り方

海賊版対策は、これまで知財制度が未整備で保護意識が低い地域に対して重点的に講

じてきたが、インターネットの普及に伴う侵害のスピード化と規模拡大に伴い被害が深

刻化している。また、侵害者がネット上でコミュニティを形成し、国境を越えて侵害対

策の緩いサイトを渡り歩く現象が発生しているなど、実効性確保が困難となっている。

本件につき、文化庁で行われている「インターネット上の著作権侵害対策に関する調査」
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の状況につき第２回国際小委員会において事務局より報告がなされた。また、第３回国

際小委員会において、事務局より、２００９年に行われた二国間協議等（日中、日韓、

日台）において、インターネット上の著作権侵害対策は共通の重要課題であることが共

有された旨、紹介があった。今後も、インターネットによる国境を越えた海賊行為に対

する対応の在り方につき検討することが必要である。

（３）著作権保護に向けた国際的な対応の在り方

権利制限と例外、インターネット上における視聴覚実演や放送機関の保護に向けた条

約に関する議論がＷＩＰＯで進められている。第２回及び第３回の国際小委員会におい

て、ＷＩＰＯの著作権等常設委員会（ＳＣＣＲ）における議論の進捗状況が報告された。

特に、権利制限と例外については、視覚障害者向けの条約案の提案に関する議論等によ

り、次回のＳＣＣＲ会合の前に、非公式会合の開催が想定されており、また、視聴覚実

演条約については、次回のＳＣＣＲ会合の前に非公式会合が開催される可能性があるな

ど、具体的な進展が見込まれており、引き続き、日本としての対応のあり方の検討が必

要である。

（４）知財と開発問題、フォークロア問題への対応の在り方

先進国・途上国間で意見に隔たりが見られる状況下において、相互に合意可能な方策

又は相互理解を深める方策について、ＷＩＰＯの開発と知的財産に関する委員会（ＣＤ

ＩＰ）及び遺伝資源・伝統的知識及びフォークロアに関する政府間委員会（ＩＧＣ）で

議論がなされており、２００９年の会合結果につき、第２回及び第 3 回の国際小委員会

において報告がなされた。フォークロアについてはＩＧＣでの議論が具体的に進みつつ

あり、今後も、日本としての対応のあり方を検討することが必要である。

３．おわりに

今期の国際小委員会では、上記のように、（１）の国際裁判管轄及び準拠法に関する国

際ルール形成の在り方については、ワーキングチームにおいて、欧米の判例及び国内外

のルール形成動向を踏まえつつ議論を行い、報告書としてとりまとめることが出来た。

国境を越えた著作権の保護、利用の円滑化には、国際裁判管轄・準拠法決定ルールの

国際的な統一に加えて、海賊版対策等、様々な対応が必要である。

また、著作権をめぐるＷＩＰＯにおける議論については、視覚障害者向けの権利制限

と例外に関する議論、視聴覚実演条約に関する議論に動きが見られ、また、フォークロ

アについても議論が進展しつつある等、新たな検討が具体化している分野があり、引き

続き我が国の対応の在り方を検討していくことが必要である。
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４．開催状況

第１回 平成２１年４月２０日

（１）主査の選任等について

（２）今期の国際小委員会の進め方について

（３）著作権保護に向けた国際的な対応の在り方について

（４）その他

第２回 平成２１年 8 月２１日

（１）国際裁判管轄・準拠法ワーキングチームにおける審議経過

（２）インターネット上の著作権侵害対策に関する調査業務の実施について

（３）ＷＩＰＯ等における最近の動向について

（４）その他

第３回 平成２２年１月１８日

（１）国際裁判管轄・準拠法ワーキングチーム報告について

（２）ＷＩＰＯにおける最近の動向について

（３）その他

５．委員名簿

池 田 朋 之 社団法人日本民間放送連盟知的所有権対策委員会

ＩＰＲ専門部会法制部会主査

石 井 亮 平 日本放送協会ライツ・アーカイブスセンター業務主幹

上 野 達 弘 立教大学法学部准教授

上 原 伸 一 国士舘大学大学院総合知的財産法学研究科客員教授

小 原 正 幸 社団法人日本音楽著作権協会常任理事

久保田 裕 社団法人ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿﾌﾄｳｴｱ著作権協会専務理事，事務局長

後 藤 健 郎 社団法人日本映像ソフト協会理事，事務局長

鈴 木 將 文 名古屋大学大学院法学研究科教授

主査代理 大 楽 光 江 北陸大学未来創造学部教授

高 杉 健 二 社団法人日本レコード協会事務局長

主査 道垣内 正 人 早稲田大学大学院法務研究科教授，弁護士

中 村 伊知哉 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授

前 田 哲 男 弁護士

増 山 周 社団法人日本芸能実演家団体協議会

実演家著作隣接権センター事務局次長

山 本 隆 司 弁護士

（以上１５名）


